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・申立人が申立書類をそろえ、家庭裁判所に申立をします。※事前連絡は不要です。
（申立人に該当する親族がいない場合は、区長が申立をすることができます。）
・ 面接が必要な事案は、家庭裁判所から連絡があります。
・ 面接は、申立人・成年後見人等候補者が指定された日に家庭裁判所に出向
きます。

・ 申立時の費用として、収入印紙代、切手代などが必要です。家庭裁判所が鑑
定を必要とする場合は、家庭裁判所に鑑定費用を納めます。
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利用料

サービス内容

このようなときに定期的に訪問して、地域で安心して暮らせるよう、福祉サービスの利用手続きや、
金銭管理をお手伝いします。

プレあんしん事業
あんしん事業の支援開始前に、緊急性の高い金銭管理や書類手続きの支援をします。

※支援開始まで2週間程度
※利用料：1時間1,000円、1時間超える場合は３０分ごとに５００円加算
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成年後見制度のうち、法定後見制度の申立を予定している親族の方を対象に、申立手続き
や申立書類についての説明をいたします。東京家庭裁判所（本庁・立川支部）への申立が
対象です。説明は、世田谷区が養成した区民成年後見支援員が行います。あらかじめお電
話でお申込みください。
  【開催日時・会場】
　〇成城会場
　　毎週水曜日　午前１０時～１１時３０分　
　　世田谷区成城6-３-10 成城６丁目事務所棟３階　「成年後見センターえみぃ」
　〇三軒茶屋会場
　　毎月第2・4 木曜日　午前10 時～ 11 時 30 分
　　世田谷区太子堂4-3-2　DS 三軒茶屋ビル４階「世田谷地域社会福祉協議会事務所」
※ご予約がないときは、実施いたしませんので、必ず事前予約をお願いします。

概ね月１回、各地域に出張し個別に成年後見制度に関する相談をお受けしま
す。詳細の日程と会場は、「成年後見センターえみぃ」にお問い合わせくだ
さい。説明は、世田谷区が養成した区民成年後見支援員が行います。あらか
じめお電話でお申込みください。

地域版成年後見制度相談会（予約制）

成年後見制度申立手続き説明会（予約制）

成年後見制度等について弁護士による無料法律相談を行っています。
あらかじめお電話でお申込みください。
  【相談日】第１・３火曜日及び第２・４木曜日　いずれも午後
  【相談時間】 一人３０分１回のみとなります。

あんしん法律相談（予約制）

成年後見制度の利用を希望される本人や親族に対し、申立て手続きの支援をします。
書類の書き方等の説明や後見人等候補者の調整を支援します。（候補者調整については
要件があります。）あらかじめお電話でご相談ください。

申立て支援

電話や窓口で、将来の不安や成年後見制度に関する相談のほか、親族の方の申立支援、
親族後見人のことなど、様々なご相談をお受けします。なお、ご自宅等への出張相談
も受け付けています。

相談員による相談

 【受付時間】
月～金曜日（年末年始・祝日を除く）午前８時３０分～午後５時

成年後見制度のうち、法定後見制度の申立を考えている親族や制度を学びたい区民を対
象に、法定後見制度のしくみや申立ての手順、成年後見人の役割などについて分かりや
すく学べる講座を開催しています。講師は弁護士などの専門家です。あらかじめお電話
でお申込みください。

各関係機関が主催する講座や職員向けの勉強会、区民が主催するグループ活動などに職
員や区民成年後見支援員（P.15 参照）を派遣し、成年後見制度やあんしん事業について
説明を行っています。話してほしい内容などご相談ください。
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区民の権利及び生活、財産を守るために、法人として成年後見人等を受任します。
対象者は、「世田谷区社会福祉協議会法定後見受任ガイドライン」に基づき、原則世田谷
区民で、福祉的対応が必要な方です。関係機関と連携・協力して財産管理や身上保護に
努めます。なお、本人や申立する方より直接お引き受けするものではなく、後見人等の
候補者を調整する会議において「世田谷区社会福祉協議会が候補者として適切」とされ
たケースが前提となります。詳しくは、成年後見センターまでお問い合わせください。

区民成年後見人が選任された場合は、家庭裁判所の選任を受け、世田谷区社会福祉協議
会が区民成年後見人の監督人を受任します。区民成年後見人が受任する対象者は、「区民
成年後見人候補者の推薦にあたってのガイドライン」に基づき、原則世田谷区民で、ト
ラブルの心配がなく、管理すべき財産が多額ではない方です。なお、本人や申立する方
より直接お引き受けするものではなく、後見人等の候補者を調整する会議において「区
民成年後見人が候補者として適切」とされたケースが前提となります。詳しくは、成年
後見センターまでお問い合わせください。

将来、認知症等で、自ら判断や契約ができなくなったときに、任意後見人として世田谷
区社会福祉協議会が支援できるよう、公正証書により任意後見契約を締結します。
契約発効前の特約として訪問や電話による「見守り・相談」のほかに、希望者には入退
院時支援・葬儀手配等サービスを実施しています。利用の際は、費用がかかります。
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認知症高齢者等が増加している中、成年後見制度を充分に普及させていくために、国は「成
年後見制度の利用の促進に関する法律」を施行しました。世田谷区においても「世田谷区成
年後見制度利用促進基本計画」を策定し、制度の利用促進に向けて取り組んでいます。

成年後見制度の普及啓発及び利用促進
制度利用が必要な場合でも自ら助けを求めることが難しい方に対し、支援者等が必要な支援に繋げて
いくことが重要となります。そのために、支援者に対する制度の普及啓発を今後重点的に取り組みます。
また、費用を負担することが難しい方への申立て費用及び報酬助成の仕組みを検討し、制度の利用促
進に繋げていきます。
　① 成年後見制度の普及啓発
　② 成年後見制度の相談支援
　③ 申立て及び親族後見人支援
　④ 成年後見、区長申立ての実施
　⑤ 申立て費用及び後見報酬の助成

【目標 1】

権利擁護支援の地域連携ネットワークの強化と支援者のスキルアップ
課題が複合化して対応に時間を要するケースが増加しており、より一層、権利擁護支援チームによる
支援や意思決定支援が重要となっています。中核機関は確実にチームによる、支援が行えるよう、権
利擁護支援の地域連携ネットワークの強化に努めるとともに、意思決定支援の取組みを浸透させるた
め、支援者向け研修の充実を図ります。研修は、オンラインの活用を進めます。また、支援者が必要
に応じて法律・福祉の専門職の助言が得られるよう、専門職による相談機能を充実させていきます。
　① 権利擁護支援の地域連携ネットワークの強化
　② 支援者による意思決定支援の浸透
　③ 重層的支援体制整備事業との連携
　④ 必要に応じた法律・福祉等の専門職による相談機能の充実

【目標 2】

成年後見人等の担い手の確保・育成の推進
区民成年後見人の育成はもとより、更なる活躍支援のため、専門職の受任ケースを区民成年後見人が
スムーズに引き継ぐことができるよう検討し、より幅広い受任ルートを確保します。また、法人（組織）
として受任すべきケースの受け皿を確保するため、法人後見の新たな担い手の育成を行っていきます。
　① 区民成年後見人の養成及び活動支援
　② 専門職後見人受任ケースを区民成年後見人に引き継ぐ方式の検討
　③ 法人後見の新たな担い手の育成

【目標 3】

東京家庭裁判所立川支部後見受付係

042-845-0321

（令和8年3月現在）
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